
|||||||||||||| ＪＲ東海労新幹線地本東京第二車両所分会情報紙  ||||||||||||||||||| 
                           発行者     松 井 輝 道 

             編集者          教  宣  部 
   ラ   イ   ズ                NO.１５５   ２００８年  ２月 ４日                                

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

               

                         

東二両の仲間の皆さん、おはようございます。 

２００８年１月１６日、東二両の職場で管理者による不当な「時系列等報告書」を強要

したことに対して、ライズ１５４号の朝ビラを私達は取り組みました。 

 その取り組みは、当然にも勤務時間外の正当な組合活動だったのであります。会社は 

いつもの通り「就業規則２２・２３条」を盾に私達の組合活動を妨害して来たのであり

ます。しかし、私達には憲法で保障された『労働協約』があるのです。このことに対し

私達が管理者に話しをしていくと、会社はそのことについては議論しないと一方的に言

いつつ私達の組合活動を、大きな声で「やめなさい」と妨害してくるのでした。 

                                  

 

 その後、私達は東二両の働く皆さんに「ライズ」を配り終わり、同じ組合の東海労の

仲間の机の引き出しに役員が「ライズ１５４号」を配っていたところ総務助役が一人き

て○○さん何しているのと、また組合活動を妨害して来たのです。役員は「なんで同じ

組合員の机の中にいれてはいけないのか！」と、聞くと「ビラを配るのは止めなさい」

の一言だけで、なぜ駄目なのか理由は一切言わず、デジカメで写真を撮り続けあげくの

果てにはＩＣレコーダーを取り出し手に持って「○○さん止めてくださいよ」と大きな

声で自分のＩＣレコーダーによく入るように録音をする挑発をしてきたのです。この総

務助役の行動は異常であり、私達は絶対許すことは出来ません。そして、会社は同じ組

合員の机の中にビラを配ったことに対し事情聴取をその役員に行い「時系列等報告書」

を強要し、拒否をすると「業務命令違反」を通告して来たのです。 

まったく持って会社の強権的なこのような強要は、断じて許されないのであります。職

場には、労働組合が３労組存在しているのが会社は分かっているのに、一方的に言って

くることが労働組合差別であり不当労働行為なのである。他労組は情報を配布していい

が「東海労はだめだ！！」ということなのである。他労組だって情報を組合員のところ

に配布しているのは、東二両で働いている皆が確認している事実であるのです。 

 会社は「就業規則」を持って労働組合の活動を規制しているが、憲法で保障されてい

る労働組合が職場で活動できなければ、では何処で行なうのか？ まさか、大井埠頭の

先で行なえと・・・？ これこそ不当労働行為だ！！分かっているか管理者たち！以前

ユニオンに加盟する前は別の労働組合の役員であった今管理者の諸君、労働組合法は分

かっていると思うが「国鉄からＪＲ東海」になったら憲法も変わったのかな・・・？ 



 

 私達の正当な労働組合活動に対し、ロッカールームやトイレで携帯電話を使って４階

にチクリをしない様に！ 多くの良識ある労働者はあなた方の行為を見ているのです。 

 自分で自分の首を絞めることだけは止めたまえ！！ 

  

こうしたＪＲ東海会社のでたらめなやり方を、私達は事実としてビデオ記録すること

で会社の不当な行為を許さない闘いを進めているのである。このビデオ記録に対しても

「時系列等報告書」を強要し「業務指示違反」を乱発している会社に対して、私達は職

場の中で正当な労働組合活動をこれからも堂々と押し進めていきます！！             



 

 

 

 

 

 

 

 

                               次回に続きます。 


